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○
国
土
交
通
省
告
示
第

号

船
舶
構
造
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
十
六
号
）
第
六
十
三
条
及
び
船
舶
消
防
設
備
規
則
（
昭
和
四
十
年
運
輸
省

令
第
三
十
七
号
）
第
六
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
船
体
の
強
度
を
保
持
す
る
た
め
の
構
造
の
基
準
等
を
定
め
る
告
示

等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年

月

日

国
土
交
通
大
臣

前
田

武
志

船
体
の
強
度
を
保
持
す
る
た
め
の
構
造
の
基
準
等
を
定
め
る
告
示
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
船
体
の
強
度
を
保
持
す
る
た
め
の
構
造
の
基
準
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
）

第
一
条

船
体
の
強
度
を
保
持
す
る
た
め
の
構
造
の
基
準
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
年
運
輸
省
告
示
第
三
百
七
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
三
十
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
防
し
ょ
く
」
を
「
防
食
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
六
十
三
条

」
を
「
第
六
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
十
三
条
」
を
「
第
六
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第

一
条
の
五
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
、
「
塗
料
の
仕
様
、
塗

料
の
選
択
基
準
及
び
前
項
に
掲
げ
る
」
を
「
塗
料
又
は
鋼
材
の
仕
様
そ
の
他
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と

し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

規
則
第
六
十
三
条
第
二
項
の
告
示
で
定
め
る
防
食
措
置
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
措
置
と
す
る
。
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一

次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
塗
装
を
施
す
こ
と
。

イ

耐
食
性
そ
の
他
の
性
状
を
考
慮
し
て
管
海
官
庁
が
適
当
と
認
め
る
塗
料
を
使
用
す
る
こ
と
。

ロ

前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
こ
と
。

二

耐
食
性
そ
の
他
の
性
状
を
考
慮
し
て
管
海
官
庁
が
適
当
と
認
め
る
鋼
材
を
使
用
す
る
こ
と
。

（
船
舶
の
消
防
設
備
の
基
準
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
）

第
二
条

船
舶
の
消
防
設
備
の
基
準
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
七
条
第
五
項
中
「
第
六
十
八
条
第
五
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と

し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
六
十
八
条
第
五
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、

同
条
第
三
項
中
「
第
六
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

固
定
式
炭
化
水
素
ガ
ス
検
知
装
置
に
係
る
規
則
第
六
十
八
条
第
三
項
の
告
示
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一

貨
物
タ
ン
ク
に
隣
接
す
る
区
画
（
ポ
ン
プ
室
を
除
く
。
）
の
複
数
の
適
当
な
場
所
（
以
下
「
採
取
場
所
」
と

い
う
。
）
に
お
い
て
試
料
を
採
取
し
、
ガ
ス
分
析
装
置
に
よ
り
当
該
試
料
中
の
炭
化
水
素
ガ
ス
の
濃
度
を
順
次

分
析
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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二

三
十
分
を
超
え
な
い
間
隔
で
採
取
場
所
の
試
料
の
採
取
及
び
分
析
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

試
料
の
採
取
管
は
、
先
端
部
に
接
続
す
る
部
分
を
除
き
、
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

ガ
ス
分
析
装
置
は
、
貨
物
制
御
室
そ
の
他
の
管
海
官
庁
が
適
当
と
認
め
る
場
所
に
備
え
付
け
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
。

五

安
全
な
場
所
で
、
採
取
し
た
試
料
を
大
気
中
に
排
出
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

試
料
中
の
炭
化
水
素
ガ
ス
の
濃
度
が
爆
発
下
限
界
の
値
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
設

定
し
た
濃
度
に
達
し
た
と
き
に
、
自
動
的
に
装
置
を
停
止
し
、
か
つ
、
船
橋
、
貨
物
制
御
室
及
び
ガ
ス
分
析
装

置
が
備
え
付
け
ら
れ
た
場
所
に
お
い
て
可
視
可
聴
の
警
報
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


